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お知らせ 5月

お
知
ら
せ

一
般
不
妊
治
療
助
成
の
変
更

に
つ
い
て

　

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
、
一

般
不
妊
治
療
助
成
対
象
者
の
所
得

制
限
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。

○
旧

夫
お
よ
び
妻
の
前
年
の
所
得
の
合

計
額
が
６
５
０
万
円
未
満
の
夫
婦 

○
改
正
後

夫
お
よ
び
妻
の
前
年
の
所
得
の
合

計
額
が
７
３
０
万
円
未
満
の
夫
婦

　

ま
た
、
申
請
時
の
添
付
書
類
と

し
て
「
戸
籍
謄
本
も
し
く
は
夫
婦

双
方
の
戸
籍
抄
本
ま
た
は
外
国
人

登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書
」
の

提
出
を
求
め
て
い
ま
し
た
が
、
改

正
後
は
「
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て

い
る
夫
婦
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で

き
る
書
類
」
を
提
出
し
て
も
ら
う

こ
と
で
申
請
可
能
と
な
り
ま
し

た
。

　

詳
し
く
は
健
康
増
進
課
（
☎

７
７
‐
５
５
０
４
）
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑

留
者
、
引
揚
者
の
皆
様
へ

　

旧
軍
人
等
で
恩
給
等
を
受
け
て

い
な
い
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
、
ソ

連
や
モ
ン
ゴ
ル
に
強
制
抑
留
さ
れ

た
者
、
終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の

地
域
か
ら
引
揚
げ
ら
れ
て
こ
ら
れ

た
者
の
「
ご
本
人
」
に
、
あ
ら
た

め
て
慰
藉
の
念
を
表
す
た
め
、
内

閣
総
理
大
臣
名
の
『
特
別
慰
労
品
』

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　

過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書

状
等
を
受
け
た
方
、
書
状
等
の
請

求
を
し
な
か
っ
た
方
も
対
象
で

す
。

　

請
求
書
は
、
福
祉
課
（
☎
７
７

‐
５
５
０
５
）
ま
た
は
各
総
合
支

所
の
窓
口
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

※
資
格
要
件
な
ど
の
お
問
い
合
わ

せ
は
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念

事
業
特
別
基
金
ま
で
。

○
無
料
電
話

　

０
１
２
０
（
２
３
４
）
９
３
３

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.heiw

a.go.jp

大
島
田
舎
美
術
館
か
ら
の
お

知
ら
せ

　

大
島
田
舎
美
術
館
で
は
、
町
民

の
芸
術
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め

生
涯
学
習
作
品
を
は
じ
め
と
す
る

美
術
作
品
等
を
展
示
さ
れ
る
方
の

募
集
を
し
て
い
ま
す
。
各
団
体
展

や
個
展
（
二
人
展
・
三
人
展
も
可
）

な
ど
の
、
多
数
の
お
申
し
込
み
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
大
島
教
育
支
所

☎
７
４
‐
５
３
０
０

　

農
地
を
宅
地
、
駐
車
場
、
道
路
、
植
林
地
等
の
農

地
以
外
の
も
の
に
す
る
（
転
用
）
に
は
、
知
事
の
許

可
（
農
地
の
面
積
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合

は
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
（
農
地
法
第
４
条
、
第
５
条
）。　

　

農
地
を
青
空
駐
車
場
と
し
て
利
用
す
る
場
合
や
農

業
用
施
設
を
建
て
る
場
合
な
ど
も
転
用
に
な
り
ま
す

の
で
許
可
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
農
地
を
自
己
の

農
地
の
利
用
・
保
全
の
た
め
に
必
要
な
施
設
（
水
路
、

道
路
等
）
や
２
ア
ー
ル
未
満
の
農
地
を
自
己
用
の
農

業
経
営
施
設
（
農
舎
、
畜
舎
等
）
に
転
用
す
る
場
合

等
は
許
可
が
不
要
で
す
。（
こ
の
場
合
、
あ
ら
か
じ
め

農
業
委
員
会
へ
農
地
転
用
制
限
例
外
の
届
出
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。）

○
農
地
転
用
の
許
可
申
請
手
続
き
は
？

　

農
地
転
用
の
許
可
申
請
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

１　

県
知
事
の
許
可

　
（
農
地
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
場
合
） 

　

県
知
事
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
申

請
書
を
農
業
委
員
会
を
経
由
し
て
県
知
事
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

２　

農
林
水
産
大
臣
の
許
可

　
（
農
地
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合
） 

　

農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
申
請
書
を
県
知
事
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
場
合
は
、
許
可
申
請
に
先
立
ち
事
前

審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
農
地
転
用
の
判
断
基
準
は
？

　

農
地
法
で
は
、
優
良
農
地
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

農
業
以
外
の
土
地
利
用
と
の
調
整
を
図
る
た
め
、
次

の
２
つ
の
基
準
に
よ
り
転
用
の
可
否
を
判
断
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

１　

立
地
基
準
（
申
請
に
係
る
農
地
の
営
農
条
件
や

周
辺
の
市
街
地
化
の
状
況
か
ら
転
用
の
可
否
を
判
断

す
る
基
準
） 

　

農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
や
集
団
的
に
存
在
す

る
農
地
等
良
好
な
営
農
条
件
を
備
え
て
い
る
農
地
に

つ
い
て
は
、
農
業
用
施
設
、
集
落
接
続
の
住
宅
等
を

除
き
原
則
と
し
て
転
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　

一
方
、
市
街
地
の
区
域
内
や
市
街
地
化
が
見
込
ま

れ
る
区
域
内
に
あ
る
農
地
に
つ
い
て
は
転
用
を
許
可

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。 

２　

一
般
基
準
（
土
地
の
効
率
的
な
利
用
の
確
保
と

い
う
観
点
か
ら
転
用
の
可
否
を
判
断
す
る
基
準
） 

　

農
地
を
転
用
し
て
申
請
に
係
る
用
途
に
供
す
る
こ

と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
や
周
辺
の
農
地
に

係
る
営
農
条
件
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
等
は
転
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。 

■
問
い
合
わ
せ
／

　

周
防
大
島
町
農
業
委
員
会
（
農
林
課
内
）

☎
７
９
‐
１
０
０
２

農
地
の
無
断
転
用
を
防
ご
う
！　

〜
農
地
の
転
用
に
は
許
可
が
必
要
で
す
〜


